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(57)【要約】
【課題】　波板を容易かつ正確に所定の位置に敷設する
ことを可能にする波板用固定金具と、この波板用固定金
具を備え、かつ太陽電池モジュールなどの機能パネルを
、容易かつ強固に屋根材に取り付けることを可能にする
屋根取り付け構造を提供する。
【解決手段】　谷部と山部が幅方向に交互に形成された
波板同士を、接続・固定するための波板用固定金具１で
あって、前記波板用固定金具１は、敷設される波板の、
桁方向端部の少なくとも一つの谷部の頂部と当接する上
部開放の台形状を有するアンダーラップ部２と、前記波
板と左右方向に隣り合う、他の波板の、少なくとも１つ
の山部の頂部と当接する下部開放の台形状を有するオー
バーラップ部３を備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　谷部と山部が幅方向に交互に形成された波板同士を、接続・固定するための固定金具で
あって、
　前記固定金具は、
　敷設される波板の、桁方向端部の少なくとも一つの谷部の頂部と当接する上部開放の台
形状を有するアンダーラップ部と、
　前記波板と左右方向に隣り合う、他の波板の、少なくとも１つの山部の頂部と当接する
下部開放の台形状を有するオーバーラップ部を備えること
を特徴とする波板用固定金具。
【請求項２】
　前記アンダーラップ部は、
　その終端が、前記敷設される波板の山部の頂部の位置において、起立して立ち上がり部
を形成していること
を特徴とする請求項１に記載の波板用固定金具。
【請求項３】
　前記オーバーラップ部は、
　その終端が、前記波板の山部の表面と密着していること
を特徴とする請求項１又は２に記載の波板用固定金具。
【請求項４】
　谷部と山部が幅方向に交互に形成された複数の波板と、
　請求項１～３のいずれかに記載の波板用固定金具を備えること
を特徴とする屋根取り付け構造。
【請求項５】
　前記波板には、
　軒側最下段の機能パネルの軒側端縁、又は棟側最上段の機能パネルの棟側端縁を固定す
る断面略Ｌ字状の固定金具と、
　これらの機能パネル以外の、機能パネルを固定する固定金具であって、一の機能パネル
の軒側端縁と、他の機能パネルの棟側端縁の両端縁を固定する断面略Ｔ字状の固定金具が
設けられること
を特徴とする請求項４に記載の屋根取り付け構造。
【請求項６】
　前記屋根は、
　その軒先に、棟方向に開口した断面略コ字状のレール材からなる雪止めが設けられるこ
と
を特徴とする請求項４又は５に記載の屋根取り付け構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、波板を野地板に固定するための波板用固定金具と、この波板用固定金具を
用いた屋根取付け構造に関するものである。
　より詳しくは、谷部と山部が幅方向（桁行き方向）に交互に形成された波板同士を、接
続・固定するための波板用固定金具と、この波板用固定金具を用いた屋根取付け構造に関
するものである。
 
【背景技術】
【０００２】
　波板形状を有する屋根（以下、波板とも云う）などに太陽電池モジュールを付設するに
際し、例えば、特開２０１２－１４９４４１号公報（特許文献１）においては、スレート
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屋根用ソーラーパネル取付台が提案されている。
【０００３】
　この特許文献１に記載の発明は、山と谷とで波形をしたスレート屋根の二つの山の間に
下地受け金具を掛渡し、ボルトで前記スレート屋根に固定するとともに、前記下地受け金
具上にＣ形鋼からなるソーラーパネル下地を縦方向に配置したのち、前記ソーラーパネル
下地を前記スレート屋根の谷の部分で固定し、
　ついで、前記ソーラーパネル下地に横桟を所定の間隔で載設し、ソーラーパネル下地と
横桟とで枡目を形成し、この枡目にソーラーパネルが嵌め込めるようにしたことを特徴と
するものである。
【０００４】
　さらに、特許文献２～５には、その他の太陽電池モジュールの付設方法の一例が開示さ
れている。
【０００５】
　特開２０１１－１０６１２１号公報（特許文献２）においては、
　屋根に複数の支持桟を所定の間隔を存して設置し、機能パネルの両端部のフレームを隣
合う支持桟に架け渡して取り付けるようにした屋根への機能パネルの取付構造であって、
　上記機能パネルの両端部のフレームの外端面から、外側方に向けて側面視上向きＬ字状
をなすＬ形係止部をそれぞれ突設し、
　上記機能パネルのフレームを、支持桟に取り付ける固定金具を備え、
　固定金具の中央側を、支持桟に対して固定具にて固定すると共に、
　固定金具の一端側に、支持桟の片側上面に載置される機能パネルの一端部側のＬ形係止
部の上方向への動きを規制するための、下方向押え部を設け、
　固定金具の他端側に、支持桟の他側上面から上方向に離間配置される上横片を設けて、
　前記上横片と支持桟の他側上面との間に、機能パネルの他端部側のＬ形係止部を収納す
るための収納凹所を形成したこと
を特徴とする屋根への機能パネルの取付構造が提案されている。
【０００６】
　その結果、収納凹所への差込み収納と固定金具による押え保持との組み合わせにより、
機能パネルの両端部のフレームを、支持桟に対して強固に取り付けることができるととも
に、作業者は機能パネルの上に乗らずに、機能パネルの取り付け作業が可能となるもので
ある、とされている（段落００１０）。
【０００７】
　特許第４３８０５４３号公報（特許文献３）においては、
　ベース板の軒側端縁の上面側に、棟方向へ突出する第一突出片と、軒方向へ突出する第
二突出片をそれぞれ一体に設け、
　前記第一突出片と第二突出片とをベース板の軒側端縁に沿って交互に設け、
　機能パネルの軒側端部と棟側端部に、それぞれ前枠と後枠を設けると共に、
　前枠に軒側に開口する前係止凹所を、後枠に棟側に開口する後係止凹所をそれぞれ凹設
し、
　ベース板を屋根面に固定するとともに、機能パネルの前枠の前係止凹所を、このベース
板の第一突出片に被挿係止して、機能パネルをこのベース板の上に配置し、
　このベース板の棟側端部の上に、他のベース板の軒側端部を重ねて他のベース板を屋根
面に固定するとともに、この他のベース板の第二突出片を、上記機能パネルの後枠の後係
止凹所に差し込み係止して成ること
を特徴とする機能パネルの取付構造が提案されている。
【０００８】
　この取付構造は、ベース板１に一体に設けた第一突出片１、と第二突出片２に機能パネ
ル４の前枠５と後枠６を係止することによって、ベース板１に機能パネル４を固定するた
めの別途部材を必要とすることなく、機能パネル４をベース板１の上に取り付けることが
できるものである、とされている（段落０００９）。
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【０００９】
　特開２００６－６３６８８号公報（特許文献４）においては、
　屋根下地の上に機能パネルを配置して取り付けるとともに、機能パネルの周囲において
屋根下地の上に屋根材を葺いて形成される機能パネル設置屋根であって、
　前記機能パネルを支持して取り付ける取付具を、上面に設けたベース板を屋根下地の上
に載置して固定し、
　ベース板の妻側の側端部の下面と、ベース板の妻側に隣接して配設される屋根材のベー
ス板側の側端部の下面との間に跨って、両側端部を上面側に折り返して水切り片を形成し
た側部水切り板を配設して成ること
を特徴とする機能パネル設置屋根の水処理構造が提案されている。
【００１０】
　この水処理構造は、ベース板５と妻側に隣接する屋根材３との間の水切りは、その両者
の下面間に側部水切り板７を設けることによって行なうことがでる。
　また、ベース板５とその棟側に隣接する屋根材３との間の水切りは、ベース板５の棟側
端部に上部水切り板８の軒側端部を重ねると共に、屋根材３を上部水切り板８の上に重ね
ることによって行なうことができるものである、とされている（段落００１０）。
　さらに、複数枚の機能パネル２を並べて配置するにあたって、機能パネル２を取り付け
るためのベース板５の端部同士を重ねるという簡単な構造で、隣り合う機能パネル２間の
防水性を確保することができるものである、とされている（段落００１５）。
【００１１】
　特許第３８２９７９９号公報（特許文献５）においては、
　左右方向に山部と谷部とを交互に設けた、金属の波板状のベース板を、屋根瓦の上に載
設し、
　山部や谷部の長手方向と直交する方向に長手方向が向く、金属の固定フレームをベース
板の山部上に、ベース板の左右方向に亙るように載置し、
　固定フレームからビス、釘等の固着具をベース板の山部、屋根瓦を介して屋根下地まで
打設して、固定フレームとベース板とを固定し、
　固定フレームを介してベース板上に太陽電池パネル、太陽熱集熱パネル、緑化パネル等
の屋根機能パネルを載置し、
　ベース板に固定した取り付け金具で、屋根機能パネルの周縁を固定したこと
を特徴とする屋根機能パネルの取り付け構造が提案されている。
【００１２】
　この取り付け構造では、ベース板１と、このベース板１より棟側の屋根瓦６との間は、
水切り板７で仕舞われる（段落００１９）。
　さらに、この取り付け構造は、波板状のベース板を左右に複数枚並べ、左右に隣り合う
ベース板間で、左右のベース板の波板形状を互い重ね合わせて接続したので、左右に隣り
合うベース板の左右の端部を重ね合わせることにより、防水的に接続できるものである、
とされている（段落００３１）。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１２－１４９４４１号公報（特許請求の範囲，図１）
【特許文献２】特開２０１１－１０６１２１号公報（特許請求の範囲，図１）
【特許文献３】特許第４３８０５４３号公報（特許請求の範囲，図１）
【特許文献４】特開２００６－６３６８８号公報（特許請求の範囲，図１）
【特許文献５】特許第３８２９７９９号公報（特許請求の範囲，図４，図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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　従来、前記スレート波板の敷設に際しては、左右に隣り合うスレート波板同士を、互い
に重ね合わせて接続していた。
　そのため、前記スレート波板の敷設においては、波板のピッチ単位で敷設する幅が決ま
ってしまい、また、波板の敷設と幅が合わないと、大きく重ねてしまうため、コスト高に
なるという問題があった。
【００１５】
　上記特許文献４及び５に開示されている取り付け構造であっても、左右に隣り合うベー
ス板を互い重ね合わせて接続するため、前記波板の幅、山ピッチと機能パネルの幅を合わ
せる必要があった。
　しかしながら、機能パネルの幅は様々であるので、それぞれに合わせた波板を作成する
ことは困難であった。
【００１６】
　また、上記特許文献２及び３に開示されている固定金具よりも、簡便な構造で、強固に
機能パネルを取り付けることができるスレート波板用固定金具が求められる。
【００１７】
　この発明はかかる現状に鑑み、スレート波板を容易かつ正確に所定の位置に敷設するこ
とを可能にするスレート波板用固定金具を提供せんとするものである。
　さらに、このようなスレート波板用固定金具を備え、かつ太陽電池モジュールなどの機
能パネルを、容易かつ強固にスレート屋根材に取り付けることを可能にする、機能パネル
固定金具を備える屋根取付け構造を提供せんとするものである。
 
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　すなわち、この発明にかかる請求項１に記載の発明は、
　谷部と山部が幅方向に交互に形成された波板同士を、接続・固定するための固定金具で
あって、
　前記固定金具は、
　敷設される波板の、桁方向端部の少なくとも一つの谷部の頂部と当接する上部開放の台
形状を有するアンダーラップ部と、
　前記波板と左右方向に隣り合う、他の波板の、少なくとも１つの山部の頂部と当接する
下部開放の台形状を有するオーバーラップ部を備えること
を特徴とする波板用固定金具である。
【００１９】
　この発明の請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の波板用固定金具において、
　前記アンダーラップ部は、
　その終端が、前記敷設される波板の山部の頂部の位置において、起立して立ち上がり部
を形成していること
を特徴とするものである。
【００２０】
　この発明の請求項３に記載の発明は、
　請求項１又は２に記載の波板用固定金具において、
　前記オーバーラップ部は、
　その終端が、前記波板の山部の表面と密着していること
を特徴とするものである。
【００２１】
　この発明の請求項４に記載の発明は、
　谷部と山部が幅方向に交互に形成された複数の波板と、
　請求項１～３のいずれかに記載の波板用固定金具を備えること
を特徴とする屋根取付け構造である。
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【００２２】
　この発明の請求項５に記載の発明は、
　請求項４に記載の屋根取付け構造において、
　前記波板には、
　軒側最下段の機能パネルの軒側端縁、又は棟側最上段の機能パネルの棟側端縁を固定す
る断面略Ｌ字状の固定金具と、
　これらの機能パネル以外の、機能パネルを固定する固定金具であって、一の機能パネル
の軒側端縁と、他の機能パネルの棟側端縁の両端縁を固定する断面略Ｔ字状の固定金具が
設けられること
を特徴とするものである。
【００２３】
　この発明の請求項６に記載の発明は、
　請求項４又は５に記載の屋根取付け構造において、
　前記屋根は、
　その軒先に、棟方向に開口した断面略コ字状のレール材からなる雪止めが設けられるこ
と
を特徴とするものである。
 
【発明の効果】
【００２４】
　この発明にかかる波板用固定金具は、一の波板の桁方向端部の、少なくとも一つの谷部
の頂部と当接する上部開放の台形状を有するアンダーラップ部と、前記波板と左右方向に
隣り合う他の波板の、少なくとも１つの山部の頂部と当接する下部開放の台形状を有する
オーバーラップ部を備える。
【００２５】
　したがって、この発明の波板用固定金具、及びこれを備える屋根取付け構造によれば、
複数の波板を、容易かつ正確に屋根の所定の位置に敷設することが可能となる。
　特に、前記アンダーラップ部の終端は、前記一の波板の山部の頂部の位置において起立
して立ち上がり部を形成しているので、左右に隣り合う波板間の隙間における雨水などの
侵入を防止することが可能となる。
【００２６】
　この発明にかかる取り付け構造では、断面略Ｌ字状の固定金具によって、軒側最下段の
太陽電池モジュールなどの機能パネルの、軒側端縁と棟側最上段の機能パネルの棟側端縁
を固定し、前記機能パネル以外のものについては、断面略Ｔ字状の固定金具によって、一
の機能パネルの軒側端縁と、他の機能パネルの棟側端縁の両端縁を、固定することが好ま
しい。
　これによって、この発明にかかる取り付け構造では、太陽電池モジュールなどの機能パ
ネルを、容易かつ強固に波板（屋根材）に固定することができる。
【００２７】
　さらに、この発明にかかる取り付け構造においては、棟方向に開口した断面略コ字状の
レール材を、屋根の軒先に設けて雪止めとすることが好ましい。
　これによって、太陽電池モジュールなどの機能パネルを備える屋根からの落雪を、未然
に防ぐことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、この発明の波板用固定金具の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、この発明の波板用固定金具の一実施形態を示したもので、二つの波板を
、図１の波板用固定金具を用いて接続・固定した状態を示す概略説明図である。
【図３】図３は、この発明の一実施形態を示したものであって、二つの波板を、図１の波
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板用固定金具を用いて接続・固定した状態を示す斜視図である。
【図４】図４は、図３の接続・固定された波板を、上下に重ね合わせた状態を示す斜視図
である。
【図５】図５は、この発明の一実施形態を示したものであって、機能パネル取り付け金具
を波板に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図６】図６は、この発明の一実施形態を示したものであって、機能パネル取り付け金具
を用いて機能パネルを波板に取り付けた状態を示す側面断面図である。
【図７】図７は、この発明の一実施形態を示したものであって、機能パネル取り付け金具
を用いて機能パネルを波板に取り付けた状態を示す側面断面図である。
【図８】図８は、この発明の波板用固定金具の他の実施形態を示す斜視図である。
【図９】図９は、この発明の波板用固定金具の他の実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、この発明にかかる波板用固定金具の実施の一例を、添付の図面に基づいて具体的
に説明する。
　なお、この発明は、以下に説明する実施例にのみ限定されるものではなく、発明の要旨
を変更しない範囲内において、種々変更することができるものである。
【００３０】
　この発明の波板用固定金具１が取付けられる波板ＳＴは、図２に示すように、谷部Ｖと
山部Ｔとが交互に連続するものである。
　かかる波板ＳＴは、粘板岩を用いた天然スレート又は無石綿セメントなどからなる人工
の化粧スレートの他、ガルバニウム鋼板やポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂でも構
成されている。
　また、これら波板は、丸波、角波などの種類がある。
【００３１】
　この発明の波板用固定金具１は、図２に示すように、勾配屋根の桁行き方向に複数並べ
て設置する際に、左右に隣り合う波板ＳＴ１　，ＳＴ２　を接続して、野地板や、垂木・
母屋などの躯体構造体に固定することのできるものである。
【００３２】
　前記波板用固定金具１は、ガルバニウム鋼板の鋼材やポリカーボネート樹脂などからな
る桁方向に所要の幅を有し、かつ所要の奥行を有するものである。
　かかる波板用固定金具１は、以下の実施例においては、短手側の幅は約２００ｍｍを想
定し、長手側の長さは、スレート波板の長手側の長さと同等の約１０２０ｍｍを想定して
いる。
　なお、前記波板用固定金具１の幅は、機能パネルの幅によって変更することによって、
ＳＴ２　とＳＴ１　との間隔を調整することができ、各種の機能パネルに対応できる。
 
【００３３】
　前記スレート波板用固定金具１については、図１に示すように、その一端が、一の波板
ＳＴ１　の桁方向端部の複数の谷部Ｖ１　，Ｖ１　，Ｖ１　の頂部と当接するよう上部開
放の台形状に形成され、その他端が、前記波板ＳＴ１　と左右方向に隣り合う他の波板Ｓ
Ｔ２　の桁方向端部の複数の山部Ｔ２　，Ｔ２　，Ｔ２　の頂部と当接するよう下部開放
の台形状に形成されている。
【００３４】
　すなわち、この波板用固定金具１は、前記波板の谷部Ｖおよび山部Ｔに対応させ、その
一端が、一の波板ＳＴ１　の少なくとも一つの谷部Ｖを載置することができるアンダーラ
ップ部２として形成され、他端が、他の波板ＳＴ２　の少なくとも一つの山部Ｔを覆うこ
とができるオーバーラップ部４として形成されたものである。
【００３５】
　このような構成によって、波板の左右方向の重なりからの漏水を防ぐことができる。
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　また、波板と野地板との間に形成される通気路を塞ぐことがないので、波板と野地板と
の間の換気を十分に行うことができるという効果も奏する。
【００３６】
　図１に示すように、前記アンダーラップ部２と前記オーバーラップ部４の間の連結部５
は、アンダーラップ部２側に傾斜しているもので、波板ＳＴ２　の山部Ｔ２　の表面と密
着する。
【００３７】
　以上の構成によって、アンダーラップ部２が、波板ＳＴ１　の左右方向への動きを規制
すると共に、オーバーラップ部４が、波板ＳＴ２　の左右方向への動きを規制するので、
複数の波板を、容易かつ正確に所定の位置に敷設することが可能となる。
【００３８】
　図１に示すように、前記アンダーラップ部２の終端は、波板ＳＴ１　の山部Ｔ１の頂部
の位置において、起立して立ち上がり部３を形成している。
　これによって、隙間から落ちる雨水などを、アンダーラップ部２により確実に受け止め
て、必要十分な止水効果を確保している。
【００３９】
　以下、図１に示した波板用固定金具１を使用した波板ＳＴの接続・固定例について説明
する。
　図３は、この発明の一実施形態を示したものであって、二つの波板を、図１の波板用固
定金具を用いて接続・固定した状態を示す斜視図で、図４は、図３の接続・固定された波
板を、上下に重ね合わせた状態を示す斜視図である。
【００４０】
　まず、図２及び３に示すように、波板ＳＴ２　を取付用ビス（図示せず）を利用して、
野地板１２に固定する。
　ついで、波板ＳＴ２　の山部Ｔ２　と係合するよう、波板用固定金具１のオーバーラッ
プ部４を被せ、波板用固定金具１のアンダーラップ部２に、別の波板ＳＴ１　を、その谷
部Ｖ１　がアンダーラップ部２と係合するよう載置する。
【００４１】
　なお、図３及び４においては、この波板用固定金具１の長手方向における両縁部に、波
板ＳＴの山部に取付けるための、取付用ビス８の挿通孔が設けられている。
　また、前記波板用固定金具１の波板ＳＴ２　への取り付けに際しては、あらかじめリベ
ットで一体に取付けしておくこともできる。
　また、この挿通孔（図示せず）を利用し、波板ＳＴに取り付けることができる。
【００４２】
　図４に示すように、図１の波板用固定金具１を用いて接続・固定した波板ＳＴ１　は、
上下方向に重ね合わせて敷設される。
　その際、上下方向の波板同士のつなぎ目が浮くことによって隙間が生じ易いので、図４
では、抑え金具６が、波板用固定金具１を介して隣接する波板間に架橋されている。
　なお、前記抑え金具６は、波板ＳＴの上面の軒先側を抑えるよう取り付けることが、よ
り好ましい。
　これによって、波板の風によるバタつきを、軽減することができる。
　前記抑え金具６は、例えば、ビスなどの固定手段７によって取り付けられる。
【００４３】
　図５に示すように、波板ＳＴの上面には、機能パネル取り付け金具９が配置され、例え
ば、リベットなどの固定手段（図示せず）によって固定されている。
　前記機能パネル取り付け金具９は、波板ＳＴの上面に上下方向及び桁方向に、それぞれ
所要の間隔を存して配置される。
　例えば、機能パネル取り付け金具９の上面に、太陽電池モジュールなどの機能パネルを
それぞれ配設して太陽光発電装置とする。
【００４４】
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　なお、図５においては、機能パネル取り付け金具９を、働き幅Ｄが機能パネル１０の幅
の１／２、働き長さｄが機能パネル１０の長さと同等となるように配置しているが、この
間隔は、選択される機能パネル１０の大きさに応じて、波板用固定金具の幅を選択するこ
とによって変更することができる。
【００４５】
　図６及び７は、前記機能パネル取り付け金具９を用いて、機能パネル１０を波板ＳＴに
取り付けた状態を示し、前記軒側最下段の機能パネル１０の軒側端縁は、断面略Ｌ字状の
固定金具１４によって固定されている。
　なお、図示はしないが、棟側最上段の機能パネル１０の棟側端縁も、前記同様、断面略
Ｌ字状の固定金具１４によって固定することができる。
【００４６】
　さらに、図７に示すように、上記機能パネル１０以外の機能パネルについては、一の機
能パネル１０ａの軒側端縁と、他の機能パネル１０ｂの棟側端縁の両端縁が、断面略Ｔ字
状の固定金具１５によって固定されている。
　これらの構成によれば、機能パネル１０を、容易かつ強固に波板（屋根材）に固定する
ことができる。
【００４７】
　図６においては、波板ＳＴが葺かれた屋根の軒先に、断面略コ字状のレール材２２を、
その開口部を棟方向に向けた状態で配置し、雪止めとしている。
　これによって、太陽電池モジュールなどの機能パネル１０を備える屋根からの落雪を、
未然に防ぐことができる。
　なお、このレール材２２の開口幅は、前記機能パネル１０の上面までの高さよりも大き
くすることが好ましい。
【００４８】
　また、通気路１１によって野地板と波板の間の湿気を排出することができるので、太陽
電池モジュールなどによって、１年中日陰となる波板下の野地板が高含水率になることを
防ぎ、野地板の腐朽を防ぐことができる。
【００４９】
　この発明の実施例においては、波板用固定金具１は、図１に示したもので説明したが、
他の構成を有するものであってもよい。
【００５０】
　例えば、図８に示すように、図１に示した波板用固定金具１のオーバーラップ部４に、
波板と同様のもの（波板部２３）を連結させたものや、図９に示した波板用固定金具１の
オーバーラップ部４を、波板と同様のもの（波板部２３）に置換したものを適用すること
も可能である。
 
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　この発明にかかる波板用固定金具及びこれを備える屋根取付け構造は、複数の波板を、
容易かつ正確に屋根の所定の位置に敷設するとともに、左右に隣り合う波板間の隙間にお
ける、雨水などの侵入を防止することを可能とするので、多くの屋根において有効に利用
することができる。
【００５２】
　さらに、この発明にかかる屋根取付け構造によれば、多くの屋根に太陽電池モジュール
を簡単かつ容易に取付けることが可能となるので、得られる電力を自家消費電力として有
効に利用することができるようになる。
 
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　　波板用固定金具
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　２　　　　アンダーラップ部
　３　　　　立ち上がり部
　４　　　　オーバーラップ部
　５　　　　連結部
　６　　　　抑え金具
　７　　　　固定手段
　８　　　　取付用ビス
　９　　　　機能パネル取り付け金具
　１０，１０ａ，１０ｂ　　機能パネル
　１１　　　通気路
　１２　　　野地板
　１３　　　垂木
　１４　　　断面略Ｌ字状の固定金具
　１５　　　断面略Ｔ字状の固定金具
　１６　　　破風板
　１７　　　化粧破風
　１８　　　軒先水切り
　１９　　　ビス
　２０　　　ボルト
　２１　　　座金
　２２　　　レール材（雪止め）
　２３　　　波板部
　ＳＴ　　　波板（屋根材）
　Ｔ，Ｔ１，Ｔ２　　山部
　Ｖ，Ｖ１，Ｖ２　　谷部
　Ｄ　　　　働き幅
　ｄ　　　　働き長さ
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